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紙
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拓
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六
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一
五
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郡
文
原

・
伍
睫
庵

・
端
方
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蔵

九
成
宮
と
は
唐
代
王
室
の
離
宮
の
こ
と
で
、
今
の
映
西
省
西
安
の
西
北

一
五
〇

ｋｍ
に
位
置
す
る
麟
遊
県
の
深
い
天
台
山
中
に
あ
る
。
も
と
は
隋
の
文
帝

（楊
堅
）

の
造
営
し
た
仁
寿
宮
で
あ
っ
た
が
、
唐
の
大
宗
が
こ
れ
を
修
復
し
て
名
を
九
成
宮

と
改
め
、
大
宗

・
高
宗
ら
は
こ
こ
に
避
暑
し
、
長
期
に
わ
た
り
滞
在
し
た
。
九
成

宮
は
規
模
雄
大
で
あ
っ
た
が
、
何
と
い
っ
て
も
高
所
に
あ
る
た
め
、
も
と
も
と
水

源
に
乏
し
い
と
い
う
欠
点
が
あ
っ
た
。
貞
視
六
年
全
ハ
三
二
）、
大
宗
は
皇
后
を
伴

い
離
宮
内
を
散
歩
中
、
偶
然
に
も
西
方

一
隅
に
潤
い
の
あ
る
と
こ
ろ
を
発
見
し
た
。

杖
で
つ
つ
く
と
き
れ
い
な
水
が
渡
々
と
湧
き
出
て
く
る
。
こ
の
酷
泉
の
出
現
は
唐

朝
の
徳
に
応
ず
る
一
大
祥
瑞
で
あ
る
と
感
じ
、
帝
は
す
ぐ
さ
ま
記
念
碑
の
建
立
を

命
じ
た
。
碑
銘
は
、
「貞
観
の
治
」
の
功
臣
と
し
て
著
名
な
魏
徴

（五
八
〇
～
六
四

三
）
が
勅
を
奉
じ
て
撰
し
、
こ
れ
を
欧
陽
詢
が
書
丹
し
た
。
魏
徴
五
三
歳
、
欧
陽

詢
七
六
歳
の
時
で
あ
る
。

欧
陽
詢
の
碑
書
は
二
〇
余
種
を
数
え
る
が
、
勅
を
奉
じ
て
の
揮
一宅
は
こ
の
九
成

宮
の
み
で
あ
る
。
整
本
を
見
る
と
碑
文
は
全
二
四
行
、
毎
行
四
九
字
、
全

一
一
〇

八
文
字
で
、
上
部
に
築
額
を
冠
し
、
「九
成
宮
醒
泉
銘
Ｌ
ハ
字
が
二
行
に
陽
刻
さ
れ
、

井
格
を
以
て
囲
っ
て
い
る
。
本
文
は
彼
の
碑
書
の
中
で
は
比
較
的
字
粒
が
大
き
く
、

一
字
の
天
地
約
二
～
三

ｃｍ
、
縦
長
な
字
形
の
整
斉
さ
は
見
事
と
い
う
ほ
か
な
く
、

用
筆

。
結
体
に
狂
い
が
な
く
、
そ
の
点
画
は
ひ
き
し
ま
っ
て
い
る
。
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